










| 月別掛金方式の限度額・繰越額の計算例

〈例1〉 新規加入

現況

第2号被保険者でiDeCoの口座はな
い。 他の企業年金制度等の加入状況
は'’00" 他制度なし

毎月の拠出限度額®

23,000円

当月の限度額⑧＝前月の繰越額®＋毎月の拠出限度額®

繰越額®＝当月限度額⑧ー当月納付済額©ー当月掛金額＠
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【当年の掛金額の指定】

引落日 限度額⑧ 納付済額© 掛金額＠ 繰越額®

1月26日引洛
（前年12月分）
2月26日引落

(1月分）
3月26日引洛

(2月分）
4月26日引洛

(3月分）
5月26日引落 23,000P3 0円 23,000P3 

(4月分）
6月26日引落 46,000P3 10,000円 36,000P3 

(5月分）
7月26日引落 59,000P3 55,000円 4,000P3 

(6月分）
8月26日引洛 27,000円 5,000円 22,000円

(7月分）
9月26日引洛 45,000P3 5,000円 40,000P3 

(8月分）
10月26日引落 63,000P3 5,000円 58,000P3 

(9月分）
11月26日引落 81,000P3 5,000円 76,000P3 

(10月分）

12月26日引洛 99,000P3 55,000円 44,000P3 
(11月分）

140,000円 翌年への繰越は
合計 できません。

【翌年以降の掛金額の指定】

限度額⑧ 納付済額© 掛金額＠ 繰越額®

23,000円 5,000円 18,000円

41,000円 5,000円 36,000円

59,000円 5,000円 54,000円

77,000円 5,000円 72,000円

95,000円 5,000円 90,000円

113,000円 5,000円 108,000円

131,000円 55,000円 76,000円

99,000円 5,000円 94,000円

117,000円 5,000円 112,000円

135,000円 5,000円 130,000円

153,000円 5,000円 148,000円

171,000円 55,000円 116,000円

160,000円 翌々年への繰越
はできません。

〈例2〉 掛金額変更
当月の限度額⑧＝前月の繰越額⑥＋毎月の拠出限度額®

繰越額®＝当月限度額⑧ー当月納付済額©ー当月掛金額＠

現況

第1号被保険者で毎月67,000円訥
付している。 国民年金の付加保険料
400円を納めている。

毎月の拠出限度額®

67,600円
（毎月定額方式の場合は千円単位）

ご希望の手続

掛金の納付は年1回に
まとめたい。

手続時期

月別掛金方式への変更は5月上旬に提
出する。 5月分から月別掛金方式の対
象になるよう手続する。

【当年の掛金額の指定】

引落日 限度額⑧ 納付済額© 掛金額＠ 繰越額®

1月26日引洛 67,600P3 67,000円 600P3 
（前年12月分）
2月26日引落 68,200P3 67,000円 1,200P3 

(1月分）
3月26日引落 68,800P3 67,000円 1,800P3 

(2月分）
4月26日引落 69.400P3 67,000円 2.400P3 

(3月分）
5月26日引落 70,000P3 67,000円 3,000P3 

(4月分）
6月26日引洛 70,600円 67,000円 3,600円

(5月分）
7月26日引洛 71,200円 0円 71,200円

(6月分）
8月26日引落 138,800P3 0円 138,800P3 

(7月分）
9月26日引落 206,400P3 0円 206,400P3 

(8月分）
10月26日引落 274,000P3 0円 274,000P3 

(9月分）
11月26日引洛 341,600円 0円 341,600円

(10月分）
12月26日引洛 409,200P3 409,000円 200P3 

(11月分）

409,000円 翌年への繰越は
合計 できません。

【翌年以降の掛金額の指定】

限度額® 納付済額© 掛金額＠ 繰越額®

67,600円 OP3 67,600円

135,200円 OP3 135,200円

202,800円 OP3 202,800円

270.400円 OP3 270.400円

338,000円 OP3 338,000円

405,600円 0円 405,600円

473,200円 0円 473,200円

540,800円 OP3 540,800円

608,400円 OP3 608,400円

676,000円 OP3 676,000円

743,600円 0円 743,600円

811,200円 811,000P3 200円

811,000P3 翌々年への繰越
はできません。
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| 月別掛金額の変更

【1.月別掛金額方式の毎月の掛金額の予定を変更する】

すでに1年以上月別掛金額方式を継続しており、転退職等（被保険者種別の異動や勤務先変更） に依らず、任意に月別掛金額方式の毎月
の掛金額の予定を変更する場合の例です。
被保険者種別の異動や勤務先変更に依らない任意の掛金額変更は、年1回に限られます。

平成30年に届出した現在適用中の掛金額の予定 に対して 令和4年5月から「掛金額の予定」を変更する場合
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加入者月別掛金額登録・変更届は被保険者種
別に応じた加入者掛金額変更届とともに提出
ください。

【2.掛金額納付方式を月別掛金額方式から毎月定額方式へ変更する】

変更後の毎月定額方式の掛金額と⑥最低拠出額を満たす掛金額が一致しない場合、月別掛金額方式から毎月定額方式へ直接変更するこ
とはできません。
一旦月別掛金額方式で毎月同額の設定をして、翌年以降に次の変更する場合に毎月定額方式で届出することができるようになります。

a．加入者掛金額変更届の掛金額区分で 納付月と金額を指定して納付します を指定し、掛金額変更欄はブランクとします。
b．加入者月別掛金額登録・変更届を作成し、変更月に「⑥

当

年度の最低拠出額を満たす掛金額」を設定します。
C．変更月の翌月以降は希望する毎月の掛金額を各月の掛金額欄に記載します。

平成30年に届出した現在適用中の掛金額の予定 に対して 令和4年6月から毎月定額に変更する場合
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加入者月別掛金額登録・変更届は被保険者種
別に応じた加入者掛金額変更届とともに提出
ください。

この例の場合、令和4年5月分(6月26日
金額登録・変更届は、概ね変更の2ヵ月半

引落）から毎月5,000円とするために令和4年4月分(5月26日引落）で調整する必要があります。加入者月別掛
前に提出していただく必要があります。令和4年3月上旬には加入者掛金額変更届とともにご提出ください。

次の掛金額変更：令和5年以降に毎
に変更する）場合は、加入者掛金額変更届のみの提出で取扱可能です。

月定額の掛金額を変更する（毎月5,000円を毎月15,000円 ◄

益●1 9 1鉦 希サ 1カが仄
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加入者掛金額変更届（例）．-い=====---, 被保険者種別に応じた加入者掛金額変更届の
み提出ください。

I 加入者掛金額変更届単独の場合は、概ね変更の1ヵ月半前に提出ください。 1
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